
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日
受
領

答

弁

第

一

一

四

号

内
閣
衆
質
一
八
三
第
一
一
四
号

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

伊

吹

文

明

殿

衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
生
活
保
護
の
制
度
と
水
準
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
生
活
保
護
の
制
度
と
水
準
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
他
国
の
公
的
扶
助
制
度
に
お
け
る
扶
養
義
務
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、詳
細
に
把
握
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
が
、

例
え
ば
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
平
成
二
十
年
度
に
調
査
会
社
に
委
託
し
て
行
っ
た
「
諸
外
国
に
お
け
る
公
的
扶
助
制
度
等

の
調
査
研
究
」
に
よ
る
と
、
ド
イ
ツ
の
「
社
会
扶
助
」
に
お
い
て
は
親
子
及
び
配
偶
者
・
パ
ー
ト
ナ
ー
間
並
び
に
申
請
者
と

居
住
を
共
に
す
る
者
の
間
、
フ
ラ
ン
ス
の
「
積
極
的
連
帯
所
得
」
に
お
い
て
は
夫
婦
間
及
び
二
十
五
歳
未
満
の
子
に
対
す
る

親
、
英
国
の
「
所
得
補
助
」
に
お
い
て
は
夫
婦
間
及
び
十
九
歳
未
満
の
子
に
対
す
る
親
、
米
国
の
「
補
足
的
保
障
所
得
」
及

び
「
貧
困
家
庭
一
時
扶
助
」
に
お
い
て
は
同
居
す
る
配
偶
者
間
及
び
十
八
歳
以
下
の
子
又
は
養
子
に
対
す
る
親
、
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
の
「
社
会
扶
助
」
に
お
い
て
は
十
八
歳
未
満
（
一
定
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
歳
未
満
）
の
子
に
対
す
る
親
と
な
っ

て
い
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
扶
養
照
会
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

な
お
、
お
尋
ね
の
「
絶
対
的
扶
養
義
務
者
」
と
は
、
「
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
の
実
施
要
領
に
つ
い
て
」
（
昭
和
三
十
八

一



年
四
月
一
日
付
け
社
発
第
二
百
四
十
六
号
厚
生
省
社
会
局
長
通
知
）
に
お
い
て
、
配
偶
者
並
び
に
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法

律
第
八
十
九
条
）
に
規
定
す
る
直
系
血
族
及
び
兄
弟
姉
妹
と
し
て
い
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
現
行
法
制
に
お
け
る
扶
養
義
務
者
へ
の
通
知
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
お

答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
の
�
か
ら
�
ま
で
、
�
、
�
及
び
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
四
百
八
十
五
品
目
」
に
つ
い
て
、
御
指
摘
の
「
平
成
二
十
二
年
基
準
」
の
全
国
品
目
別
ウ
エ
イ
ト
（
全
国
の

消
費
支
出
全
体
に
占
め
る
品
目
ご
と
の
支
出
額
の
割
合
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
御
指
摘
の
「
平
成
十
七
年
基
準
」
の

全
国
品
目
別
ウ
エ
イ
ト
を
機
械
的
に
差
し
引
い
て
算
出
し
た
値
は
、
「
国
産
米
Ａ
」
が
四
、
「
国
産
米
Ｂ
」
が
四
、
「
も
ち

米
」
が
一
、
「
食
パ
ン
」
が
マ
イ
ナ
ス
十
四
、
「
あ
ん
パ
ン
」
が
十
三
、
「
カ
レ
ー
パ
ン
」
が
六
、
「
ゆ
で
う
ど
ん
」
が
零
、

「
干
し
う
ど
ん
」
が
零
、
「
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
」
が
一
、
「
即
席
め
ん
」
が
一
、
「
生
中
華
め
ん
」
が
一
、
「
小
麦
粉
」
が
一
、

「
も
ち
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
ま
ぐ
ろ
」
が
マ
イ
ナ
ス
六
、
「
あ
じ
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
い
わ
し
」
が
零
、
「
か
つ
お
」

が
マ
イ
ナ
ス
二
、
「
か
れ
い
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
さ
け
」
が
零
、
「
さ
ば
」
が
零
、
「
さ
ん
ま
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
た

二



い
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
ぶ
り
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
い
か
」
が
マ
イ
ナ
ス
三
、
「
た
こ
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
え
び
」
が

マ
イ
ナ
ス
二
、
「
あ
さ
り
」
が
零
、
「
か
き
（
貝
）
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
ほ
た
て
貝
」
が
零
、
「
塩
さ
け
」
が
マ
イ
ナ
ス

一
、
「
た
ら
こ
」
が
マ
イ
ナ
ス
三
、
「
し
ら
す
干
し
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
干
し
あ
じ
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
煮
干
し
」
が

マ
イ
ナ
ス
一
、
「
し
し
ゃ
も
」
が
マ
イ
ナ
ス
二
、
「
揚
げ
か
ま
ぼ
こ
」
が
零
、
「
ち
く
わ
」
が
一
、
「
か
ま
ぼ
こ
」
が
零
、

「
か
つ
お
節
」
が
零
、
「
魚
介
漬
物
」
が
零
、
「
魚
介
つ
く
だ
煮
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
魚
介
缶
詰
」
が
零
、
「
塩
辛
」
が

零
、
「
牛
肉
Ａ
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
牛
肉
Ｂ
」
が
マ
イ
ナ
ス
四
、
「
豚
肉
Ａ
」
が
二
、
「
豚
肉
Ｂ
」
が
二
、
「
鶏
肉
」
が

五
、
「
レ
バ
ー
」
が
零
、
「
ハ
ム
」
が
零
、
「
ソ
ー
セ
ー
ジ
」
が
二
、
「
ベ
ー
コ
ン
」
が
一
、
「
牛
乳
（
配
達
）
」
が
マ
イ

ナ
ス
八
、
「
牛
乳
（
店
頭
売
り
）
」
が
一
、
「
粉
ミ
ル
ク
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
ヨ
ー
グ
ル
ト
」
が
二
、
「
バ
タ
ー
」
が
零
、

「
チ
ー
ズ
」
が
四
、
「
チ
ー
ズ
（
輸
入
品
）
」
が
零
、
「
鶏
卵
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
キ
ャ
ベ
ツ
」
が
零
、
「
ほ
う
れ
ん
そ

う
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
は
く
さ
い
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
ね
ぎ
」
が
零
、
「
レ
タ
ス
」
が
零
、
「
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
」
が
零
、

「
も
や
し
」
が
零
、
「
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
」
が
一
、
「
さ
つ
ま
い
も
」
が
零
、
「
じ
ゃ
が
い
も
」
が
零
、
「
さ
と
い
も
」
が
零
、

「
だ
い
こ
ん
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
に
ん
じ
ん
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
ご
ぼ
う
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
た
ま
ね
ぎ
」
が
一
、

「
れ
ん
こ
ん
」
が
零
、
「
な
が
い
も
」
が
零
、
「
え
だ
ま
め
」
が
零
、
「
さ
や
い
ん
げ
ん
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
か
ぼ
ち
ゃ
」

三



が
一
、
「
き
ゅ
う
り
」
が
一
、
「
な
す
」
が
零
、
「
ト
マ
ト
」
が
三
、
「
ピ
ー
マ
ン
」
が
一
、
「
生
し
い
た
け
」
が
一
、

「
え
の
き
だ
け
」
が
一
、
「
し
め
じ
」
が
一
、
「
あ
ず
き
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
干
し
し
い
た
け
」
が
零
、
「
の
り
」
が
マ

イ
ナ
ス
一
、
「
わ
か
め
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
こ
ん
ぶ
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
ひ
じ
き
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
豆
腐
」
が
マ

イ
ナ
ス
一
、
「
油
揚
げ
」
が
零
、
「
納
豆
」
が
マ
イ
ナ
ス
二
、
「
こ
ん
に
ゃ
く
」
が
零
、
「
梅
干
し
」
が
零
、
「
だ
い
こ
ん

漬
」
が
零
、
「
は
く
さ
い
漬
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
キ
ム
チ
」
が
零
、
「
こ
ん
ぶ
つ
く
だ
煮
」
が
零
、
「
ス
イ
ー
ト
コ
ー
ン

缶
詰
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
り
ん
ご
Ａ
」
が
零
、
「
り
ん
ご
Ｂ
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
み
か
ん
」
が
零
、
「
グ
レ
ー
プ
フ
ル

ー
ツ
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
オ
レ
ン
ジ
」
が
零
、
「
レ
モ
ン
」
が
零
、
「
い
よ
か
ん
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
な
し
」
が
零
、

「
ぶ
ど
う
Ａ
」
が
零
、
「
ぶ
ど
う
Ｂ
」
が
一
、
「
か
き
（
果
物
）
」
が
零
、
「
も
も
」
が
一
、
「
す
い
か
」
が
零
、
「
メ
ロ

ン
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
い
ち
ご
」
が
マ
イ
ナ
ス
五
、
「
バ
ナ
ナ
」
が
一
、
「
キ
ウ
イ
フ
ル
ー
ツ
」
が
零
、
「
さ
く
ら
ん
ぼ
」

が
零
、
「
果
物
缶
詰
」
が
零
、
「
食
用
油
」
が
零
、
「
マ
ー
ガ
リ
ン
」
が
零
、
「
食
塩
」
が
零
、
「
し
ょ
う
油
」
が
零
、

「
み
そ
」
が
零
、
「
砂
糖
」
が
零
、
「
酢
」
が
零
、
「
ソ
ー
ス
」
が
零
、
「
ケ
チ
ャ
ッ
プ
」
が
零
、
「
マ
ヨ
ネ
ー
ズ
」
が
マ

イ
ナ
ス
五
、
「
ジ
ャ
ム
」
が
零
、
「
カ
レ
ー
ル
ウ
」
が
一
、
「
即
席
ス
ー
プ
」
が
一
、
「
風
味
調
味
料
」
が
一
、
「
ふ
り
か

け
」
が
零
、
「
液
体
調
味
料
」
が
二
、
「
中
華
合
わ
せ
調
味
料
」
が
零
、
「
よ
う
か
ん
」
が
三
、
「
ま
ん
じ
ゅ
う
」
が
八
、

四



「
だ
い
ふ
く
餅
」
が
マ
イ
ナ
ス
十
二
、
「
カ
ス
テ
ラ
」
が
一
、
「
ケ
ー
キ
」
が
零
、
「
ゼ
リ
ー
」
が
一
、
「
プ
リ
ン
」
が
零
、

「
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
」
が
二
、
「
せ
ん
べ
い
」
が
四
、
「
ビ
ス
ケ
ッ
ト
」
が
一
、
「
ポ
テ
ト
チ
ッ
プ
ス
」
が
二
、
「
あ
め
」

が
一
、
「
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
」
が
一
、
「
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
」
が
三
、
「
落
花
生
」
が
マ
イ
ナ
ス
二
、
「
チ
ュ
ー
イ
ン
ガ
ム
」

が
マ
イ
ナ
ス
三
、
「
す
し
（
弁
当
）
」
が
マ
イ
ナ
ス
三
、
「
弁
当
」
が
三
、
「
お
に
ぎ
り
」
が
零
、
「
調
理
パ
ン
」
が
一
、

「
冷
凍
調
理
ピ
ラ
フ
」
が
零
、
「
調
理
パ
ス
タ
」
が
零
、
「
う
な
ぎ
か
ば
焼
き
」
が
マ
イ
ナ
ス
三
、
「
サ
ラ
ダ
」
が
二
、

「
コ
ロ
ッ
ケ
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
豚
カ
ツ
」
が
マ
イ
ナ
ス
三
、
「
か
ら
あ
げ
」
が
七
、
「
ぎ
ょ
う
ざ
」
が
零
、
「
冷
凍
調

理
コ
ロ
ッ
ケ
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
冷
凍
調
理
ハ
ン
バ
ー
グ
」
が
四
、
「
調
理
カ
レ
ー
」
が
マ
イ
ナ
ス
十
二
、
「
混
ぜ
ご
は

ん
の
も
と
」
が
マ
イ
ナ
ス
九
、
「
煮
豆
」
が
マ
イ
ナ
ス
十
六
、
「
緑
茶
」
が
マ
イ
ナ
ス
四
、
「
紅
茶
」
が
零
、
「
茶
飲
料
」

が
二
、
「
イ
ン
ス
タ
ン
ト
コ
ー
ヒ
ー
」
が
マ
イ
ナ
ス
三
、
「
コ
ー
ヒ
ー
豆
」
が
三
、
「
コ
ー
ヒ
ー
飲
料
」
が
一
、
「
果
実
ジ

ュ
ー
ス
」
が
マ
イ
ナ
ス
二
、
「
果
汁
入
り
飲
料
」
が
マ
イ
ナ
ス
十
一
、
「
野
菜
ジ
ュ
ー
ス
」
が
六
、
「
炭
酸
飲
料
」
が
二
、

「
乳
酸
菌
飲
料
Ａ
」
が
零
、
「
乳
酸
菌
飲
料
Ｂ
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
」
が
零
、
「
ス
ポ
ー
ツ
ド
リ

ン
ク
」
が
五
、
「
清
酒
」
が
マ
イ
ナ
ス
四
、
「
焼
ち
ゅ
う
」
が
一
、
「
ビ
ー
ル
」
が
マ
イ
ナ
ス
九
、
「
発
泡
酒
」
が
マ
イ
ナ

ス
六
、
「
ウ
イ
ス
キ
ー
」
が
零
、
「
ワ
イ
ン
」
が
零
、
「
ワ
イ
ン
（
輸
入
品
）
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
チ
ュ
ー
ハ
イ
」
が
一
、

五



「
ビ
ー
ル
風
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
」
が
六
、
「
う
ど
ん
」
が
三
、
「
中
華
そ
ば
」
が
三
、
「
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
（
外
食
）
」
が
二
、

「
す
し
Ａ
」
が
マ
イ
ナ
ス
十
一
、
「
す
し
Ｂ
」
が
二
十
二
、
「
親
子
ど
ん
ぶ
り
」
が
マ
イ
ナ
ス
三
、
「
天
ど
ん
」
が
マ
イ
ナ

ス
三
、
「
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
」
が
十
二
、
「
牛
ど
ん
」
が
一
、
「
フ
ラ
イ
」
が
マ
イ
ナ
ス
二
十
、
「
ぎ
ょ
う
ざ
（
外
食
）
」
が

一
、
「
ハ
ン
バ
ー
グ
」
が
マ
イ
ナ
ス
十
二
、
「
焼
肉
」
が
三
十
四
、
「
お
子
様
ラ
ン
チ
」
が
マ
イ
ナ
ス
八
、
「
ハ
ン
バ
ー
ガ

ー
」
が
九
、
「
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
」
が
マ
イ
ナ
ス
十
六
、
「
ピ
ザ
パ
イ
」
が
マ
イ
ナ
ス
二
十
四
、
「
ド
ー
ナ
ツ
」
が
マ
イ
ナ
ス

十
、
「
コ
ー
ヒ
ー
」
が
マ
イ
ナ
ス
五
、
「
ビ
ー
ル
（
外
食
）
」
が
マ
イ
ナ
ス
三
十
二
、
「
板
材
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
塗
料
」

が
マ
イ
ナ
ス
二
、
「
錠
」
が
マ
イ
ナ
ス
二
、
「
電
気
代
」
が
二
十
五
、
「
都
市
ガ
ス
代
」
が
三
、
「
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
」
が
三
、

「
灯
油
」
が
マ
イ
ナ
ス
三
、
「
水
道
料
」
が
マ
イ
ナ
ス
四
、
「
下
水
道
料
」
が
六
、
「
電
子
レ
ン
ジ
」
が
零
、
「
電
気
炊
飯

器
」
が
マ
イ
ナ
ス
二
、
「
電
気
ポ
ッ
ト
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
ガ
ス
テ
ー
ブ
ル
」
が
一
、
「
電
気
冷
蔵
庫
」
が
四
、
「
電
気

掃
除
機
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
電
気
洗
濯
機
（
全
自
動
洗
濯
機
）
」
が
三
、
「
電
気
洗
濯
機
（
洗
濯
乾
燥
機
）
」
が
マ
イ
ナ

ス
二
、
「
電
気
ア
イ
ロ
ン
」
が
零
、
「
ル
ー
ム
エ
ア
コ
ン
」
が
十
六
、
「
温
風
ヒ
ー
タ
ー
」
が
マ
イ
ナ
ス
二
、
「
電
気
カ
ー

ペ
ッ
ト
」
が
マ
イ
ナ
ス
二
、
「
整
理
だ
ん
す
」
が
マ
イ
ナ
ス
二
、
「
食
堂
セ
ッ
ト
」
が
マ
イ
ナ
ス
二
、
「
食
器
戸
棚
」
が
マ

イ
ナ
ス
一
、
「
置
時
計
」
が
零
、
「
照
明
器
具
」
が
マ
イ
ナ
ス
二
、
「
カ
ー
ペ
ッ
ト
」
が
マ
イ
ナ
ス
二
、
「
カ
ー
テ
ン
」
が

六



マ
イ
ナ
ス
六
、
「
ベ
ッ
ド
」
が
零
、
「
布
団
」
が
マ
イ
ナ
ス
三
、
「
毛
布
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
敷
布
」
が
零
、
「
布
団
カ

バ
ー
」
が
零
、
「
飯
茶
わ
ん
」
が
一
、
「
皿
」
が
マ
イ
ナ
ス
二
、
「
コ
ー
ヒ
ー
わ
ん
皿
」
が
マ
イ
ナ
ス
四
、
「
ガ
ラ
ス
コ
ッ

プ
」
が
零
、
「
ワ
イ
ン
グ
ラ
ス
」
が
零
、
「
台
所
用
密
閉
容
器
」
が
零
、
「
な
べ
」
が
マ
イ
ナ
ス
五
、
「
た
わ
し
」
が
マ
イ

ナ
ス
一
、
「
電
球
・
蛍
光
ラ
ン
プ
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
タ
オ
ル
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
ビ
ニ
ー
ル
ホ
ー
ス
」
が
マ
イ
ナ
ス

一
、
「
浄
水
器
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
テ
ィ
シ
ュ
ペ
ー
パ
ー
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
」
が
零
、
「
台

所
用
洗
剤
」
が
零
、
「
洗
濯
用
洗
剤
」
が
一
、
「
ラ
ッ
プ
」
が
零
、
「
ポ
リ
袋
」
が
二
、
「
殺
虫
剤
」
が
二
、
「
防
虫
剤
」

が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
柔
軟
仕
上
剤
」
が
一
、
「
芳
香
消
臭
剤
」
が
一
、
「
キ
ッ
チ
ン
ペ
ー
パ
ー
」
が
一
、
「
家
事
代
行
料
」

が
二
、
「
し
尿
処
理
手
数
料
」
が
マ
イ
ナ
ス
十
二
、
「
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
」
が
六
、
「
モ
ッ
プ
レ
ン
タ
ル
料
」
が
六
、
「
婦

人
着
物
」
が
マ
イ
ナ
ス
七
、
「
婦
人
帯
」
が
マ
イ
ナ
ス
二
、
「
背
広
服
（
夏
物�
中
級
品
）
」
が
マ
イ
ナ
ス
四
、
「
背
広
服

（
冬
物�
中
級
品
）
」
が
マ
イ
ナ
ス
十
一
、
「
男
子
上
着
」
が
マ
イ
ナ
ス
二
、
「
男
子
ズ
ボ
ン
（
夏
物
）
」
が
零
、
「
男
子

ズ
ボ
ン
（
冬
物
）
」
が
マ
イ
ナ
ス
三
、
「
男
子
ズ
ボ
ン
（
ジ
ー
ン
ズ
）
」
が
零
、
「
男
子
コ
ー
ト
」
が
零
、
「
婦
人
ス
ー
ツ

（
春
夏
物�
中
級
品
）
」
が
マ
イ
ナ
ス
六
、
「
婦
人
ス
ー
ツ
（
秋
冬
物�
中
級
品
）
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
ワ
ン
ピ
ー
ス

（
春
夏
物
）
」
が
二
、
「
ワ
ン
ピ
ー
ス
（
秋
冬
物
）
」
が
零
、
「
婦
人
上
着
」
が
マ
イ
ナ
ス
五
、
「
ス
カ
ー
ト
（
春
夏
物
）
」

七



が
マ
イ
ナ
ス
三
、
「
ス
カ
ー
ト
（
秋
冬
物
）
」
が
マ
イ
ナ
ス
三
、
「
婦
人
ス
ラ
ッ
ク
ス
（
冬
物
）
」
が
マ
イ
ナ
ス
八
、
「
婦

人
ス
ラ
ッ
ク
ス
（
ジ
ー
ン
ズ
）
」
が
七
、
「
婦
人
コ
ー
ト
」
が
二
、
「
男
児
ズ
ボ
ン
」
が
三
、
「
女
児
ス
カ
ー
ト
」
が
四
、

「
乳
児
服
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
ワ
イ
シ
ャ
ツ
（
長
袖
）
」
が
零
、
「
ワ
イ
シ
ャ
ツ
（
半
袖
）
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
ス
ポ

ー
ツ
シ
ャ
ツ
（
長
袖
）
」
が
零
、
「
ス
ポ
ー
ツ
シ
ャ
ツ
（
半
袖
）
」
が
マ
イ
ナ
ス
三
、
「
男
子
セ
ー
タ
ー
」
が
マ
イ
ナ
ス
二
、

「
ブ
ラ
ウ
ス
（
長
袖
）
」
が
マ
イ
ナ
ス
二
、
「
ブ
ラ
ウ
ス
（
半
袖
）
」
が
零
、
「
婦
人
Ｔ
シ
ャ
ツ
（
長
袖
）
」
が
マ
イ
ナ
ス

一
、
「
婦
人
Ｔ
シ
ャ
ツ
（
半
袖
）
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
婦
人
セ
ー
タ
ー
（
長
袖
）
」
が
マ
イ
ナ
ス
五
、
「
婦
人
セ
ー
タ
ー

（
半
袖
）
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
子
供
Ｔ
シ
ャ
ツ
（
長
袖
）
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
子
供
Ｔ
シ
ャ
ツ
（
半
袖
）
」
が
マ
イ
ナ

ス
一
、
「
男
子
シ
ャ
ツ
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
男
子
パ
ン
ツ
」
が
零
、
「
男
子
パ
ジ
ャ
マ
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
ブ
ラ
ジ
ャ

ー
」
が
マ
イ
ナ
ス
二
、
「
婦
人
シ
ョ
ー
ツ
」
が
マ
イ
ナ
ス
五
、
「
ラ
ン
ジ
ェ
リ
ー
」
が
四
、
「
子
供
シ
ャ
ツ
」
が
マ
イ
ナ
ス

一
、
「
男
子
靴
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
婦
人
靴
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
子
供
靴
」
が
零
、
「
運
動
靴
」
が
五
、
「
サ
ン
ダ
ル
」

が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
帽
子
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
ネ
ク
タ
イ
」
が
マ
イ
ナ
ス
二
、
「
マ
フ
ラ
ー
」
が
二
、
「
男
子
靴
下
」
が

マ
イ
ナ
ス
一
、
「
婦
人
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
婦
人
ソ
ッ
ク
ス
」
が
零
、
「
ベ
ル
ト
」
が
零
、
「
洗
濯
代

（
ワ
イ
シ
ャ
ツ
）
」
が
一
、
「
洗
濯
代
（
背
広
服
上
下
）
」
が
マ
イ
ナ
ス
五
、
「
履
物
修
理
代
」
が
零
、
「
被
服
賃
借
料
」

八



が
一
、
「
感
冒
薬
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
解
熱
鎮
痛
剤
」
が
零
、
「
胃
腸
薬
」
が
零
、
「
ビ
タ
ミ
ン
剤
Ａ
」
が
マ
イ
ナ
ス
十

五
、
「
ビ
タ
ミ
ン
剤
Ｂ
」
が
マ
イ
ナ
ス
十
五
、
「
ド
リ
ン
ク
剤
」
が
十
九
、
「
皮
膚
病
薬
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
は
り
薬
」

が
零
、
「
目
薬
」
が
零
、
「
漢
方
薬
」
が
マ
イ
ナ
ス
七
、
「
鼻
炎
薬
」
が
四
、
「
サ
プ
リ
メ
ン
ト
」
が
二
十
二
、
「
紙
お
む

つ
（
乳
幼
児
用
）
」
が
マ
イ
ナ
ス
六
、
「
生
理
用
ナ
プ
キ
ン
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
浴
用
剤
」
が
零
、
「
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン

ズ
用
剤
」
が
零
、
「
ヘ
ル
ス
メ
ー
タ
ー
」
が
マ
イ
ナ
ス
五
、
「
体
温
計
」
が
四
、
「
血
圧
計
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
マ
ッ
サ

ー
ジ
料
金
」
が
三
、
「
人
間
ド
ッ
ク
受
診
料
」
が
四
、
「
普
通
運
賃
（
Ｊ
Ｒ
）
」
が
七
、
「
料
金
（
Ｊ
Ｒ�
在
来
線
）
」
が

マ
イ
ナ
ス
十
七
、
「
料
金
（
Ｊ
Ｒ�
新
幹
線
）
」
が
八
、
「
普
通
運
賃
（
Ｊ
Ｒ
以
外
）
」
が
マ
イ
ナ
ス
四
、
「
一
般
路
線
バ

ス
代
」
が
マ
イ
ナ
ス
八
、
「
タ
ク
シ
ー
代
」
が
マ
イ
ナ
ス
三
、
「
航
空
運
賃
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
自
転
車
」
が
二
、
「
は

が
き
」
が
零
、
「
封
書
」
が
二
、
「
固
定
電
話
通
信
料
」
が
マ
イ
ナ
ス
二
十
六
、
「
携
帯
電
話
通
信
料
」
が
七
、
「
運
送
料
」

が
零
、
「
固
定
電
話
機
」
が
零
、
「
携
帯
電
話
機
」
が
五
十
、
「
学
習
参
考
教
材
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
補
習
教
育
（
小
学

校
）
」
が
四
、
「
補
習
教
育
（
中
学
校
）
」
が
五
、
「
補
習
教
育
（
高
校
・
予
備
校
）
」
が
六
、
「
テ
レ
ビ
」
が
六
十
、

「
携
帯
型
オ
ー
デ
ィ
オ
プ
レ
ー
ヤ
ー
」
が
零
、
「
ビ
デ
オ
レ
コ
ー
ダ
ー
」
が
三
、
「
パ
ソ
コ
ン
（
デ
ス
ク
ト
ッ
プ
型
）
」
が

マ
イ
ナ
ス
三
、
「
パ
ソ
コ
ン
（
ノ
ー
ト
型
）
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
プ
リ
ン
タ
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
カ
メ
ラ
」
が
マ
イ
ナ

九



ス
一
、
「
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
ピ
ア
ノ
」
が
二
、
「
学
習
机
」
が
零
、
「
ボ
ー
ル
ペ
ン
」
が
零
、
「
マ
ー

キ
ン
グ
ペ
ン
」
が
零
、
「
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
」
が
一
、
「
Ｏ
Ａ
用
紙
」
が
一
、
「
セ
ロ
ハ
ン
粘
着
テ
ー
プ
」
が
零
、
「
筆
入
れ
」

が
零
、
「
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
」
が
零
、
「
グ
ロ
ー
ブ
」
が
零
、
「
テ
ニ
ス
ラ
ケ
ッ
ト
」
が
零
、
「
釣
ざ
お
」
が
マ
イ
ナ
ス
二
、

「
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
パ
ン
ツ
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
水
着
」
が
三
、
「
家
庭
用
ゲ
ー
ム
機
（
据
置
型
）
」
が
マ
イ
ナ
ス
二
、

「
家
庭
用
ゲ
ー
ム
機
（
携
帯
型
）
」
が
マ
イ
ナ
ス
二
、
「
人
形
」
が
一
、
「
が
ん
具
自
動
車
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
組
立
が

ん
具
」
が
マ
イ
ナ
ス
三
、
「
切
り
花
（
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
）
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
切
り
花
（
き
く
）
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、

「
切
り
花
（
バ
ラ
）
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
記
録
型
デ
ィ
ス
ク
」
が
マ
イ
ナ
ス
四
、
「
コ
ン
パ
ク
ト
デ
ィ
ス
ク
」
が
マ
イ
ナ

ス
三
、
「
ビ
デ
オ
ソ
フ
ト
」
が
一
、
「
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
（
ド
ッ
グ
フ
ー
ド
）
」
が
マ
イ
ナ
ス
四
、
「
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
（
キ
ャ

ッ
ト
フ
ー
ド
）
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
植
木
鉢
」
が
マ
イ
ナ
ス
六
、
「
園
芸
用
土
」
が
マ
イ
ナ
ス
九
、
「
乾
電
池
」
が
マ
イ

ナ
ス
一
、
「
プ
リ
ン
タ
用
イ
ン
ク
」
が
四
、
「
新
聞
代
（
地
方
・
ブ
ロ
ッ
ク
紙
）
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
新
聞
代
（
全
国

紙
）
」
が
マ
イ
ナ
ス
八
、
「
週
刊
誌
」
が
マ
イ
ナ
ス
四
、
「
辞
書
」
が
マ
イ
ナ
ス
二
、
「
単
行
本
Ａ
」
が
マ
イ
ナ
ス
三
、

「
単
行
本
Ｂ
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
宿
泊
料
」
が
十
八
、
「
外
国
パ
ッ
ク
旅
行
」
が
一
、
「
月
謝
（
英
会
話
）
」
が
マ
イ
ナ

ス
三
、
「
月
謝
（
書
道
）
」
が
マ
イ
ナ
ス
二
、
「
月
謝
（
音
楽
）
」
が
マ
イ
ナ
ス
二
、
「
月
謝
（
ダ
ン
ス
）
」
が
マ
イ
ナ
ス

一
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二
、
「
月
謝
（
水
泳
）
」
が
二
、
「
月
謝
（
料
理
）
」
が
零
、
「
放
送
受
信
料
（
ケ
ー
ブ
ル
）
」
が
六
、
「
放
送
受
信
料

（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
・
ケ
ー
ブ
ル
以
外
）
」
が
一
、
「
映
画
観
覧
料
」
が
マ
イ
ナ
ス
二
十
一
、
「
サ
ッ
カ
ー
観
覧
料
」
が
零
、
「
プ
ロ

野
球
観
覧
料
」
が
零
、
「
ゴ
ル
フ
練
習
料
金
」
が
マ
イ
ナ
ス
六
、
「
ゴ
ル
フ
プ
レ
ー
料
金
」
が
五
、
「
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
使
用

料
」
が
マ
イ
ナ
ス
三
、
「
ボ
ウ
リ
ン
グ
ゲ
ー
ム
代
」
が
マ
イ
ナ
ス
四
、
「
プ
ー
ル
使
用
料
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
フ
ィ
ッ
ト

ネ
ス
ク
ラ
ブ
使
用
料
」
が
四
、
「
美
術
館
入
館
料
」
が
マ
イ
ナ
ス
六
、
「
テ
ー
マ
パ
ー
ク
入
場
料
」
が
マ
イ
ナ
ス
二
、
「
競

馬
場
入
場
料
」
が
マ
イ
ナ
ス
四
、
「
カ
ラ
オ
ケ
ル
ー
ム
使
用
料
」
が
マ
イ
ナ
ス
五
、
「
写
真
プ
リ
ン
ト
代
」
が
マ
イ
ナ
ス
七
、

「
ビ
デ
オ
ソ
フ
ト
レ
ン
タ
ル
料
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
料
」
が
二
十
四
、
「
獣
医
代
」
が
二
、
「
入

浴
料
」
が
七
、
「
理
髪
料
」
が
マ
イ
ナ
ス
十
、
「
パ
ー
マ
ネ
ン
ト
代
」
が
マ
イ
ナ
ス
六
、
「
ヘ
ア
ー
カ
ッ
ト
代
」
が
二
、

「
ヘ
ア
カ
ラ
ー
リ
ン
グ
代
」
が
マ
イ
ナ
ス
四
、
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
料
金
」
が
一
、
「
電
気
か
み
そ
り
」
が
一
、
「
歯
ブ
ラ

シ
」
が
零
、
「
化
粧
石
け
ん
」
が
マ
イ
ナ
ス
三
、
「
ボ
デ
ィ
ー
ソ
ー
プ
」
が
零
、
「
シ
ャ
ン
プ
ー
」
が
零
、
「
ヘ
ア
コ
ン
デ

ィ
シ
ョ
ナ
ー
」
が
一
、
「
歯
磨
き
」
が
零
、
「
整
髪
料
」
が
マ
イ
ナ
ス
二
、
「
ヘ
ア
ー
ト
ニ
ッ
ク
」
が
二
、
「
化
粧
ク
リ
ー

ム
Ａ
」
が
二
、
「
化
粧
ク
リ
ー
ム
Ｂ
」
が
マ
イ
ナ
ス
二
、
「
化
粧
水
」
が
零
、
「
乳
液
Ａ
」
が
零
、
「
乳
液
Ｂ
」
が
零
、

「
フ
ァ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
Ａ
」
が
零
、
「
フ
ァ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
Ｂ
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
口
紅
Ａ
」
が
マ
イ
ナ
ス
一
、
「
口
紅

一
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Ｂ
」
が
零
、
「
ヘ
ア
カ
ラ
ー
」
が
一
、
「
ハ
ン
ド
バ
ッ
グ
」
が
マ
イ
ナ
ス
三
、
「
ハ
ン
ド
バ
ッ
グ
（
輸
入
品
）
」
が
マ
イ
ナ

ス
三
、
「
通
学
用
か
ば
ん
」
が
二
、
「
旅
行
用
か
ば
ん
」
が
零
、
「
指
輪
」
が
マ
イ
ナ
ス
三
、
「
腕
時
計
」
が
マ
イ
ナ
ス
二
、

「
男
子
洋
傘
」
が
一
、
「
ハ
ン
カ
チ
ー
フ
」
が
零
、
「
た
ば
こ
（
国
産
品
）
」
が
マ
イ
ナ
ス
十
六
、
「
た
ば
こ
（
輸
入
品
）
」

が
五
、
「
傷
害
保
険
料
」
が
四
、
「
印
鑑
証
明
手
数
料
」
が
一
、
「
戸
籍
抄
本
手
数
料
」
が
零
、
「
パ
ス
ポ
ー
ト
取
得
料
」

が
零
及
び
「
振
込
手
数
料
」
が
零
で
あ
る
。

「
生
活
扶
助
相
当
Ｃ
Ｐ
Ｉ
」
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
平
均
生
活
扶
助
相
当
Ｃ
Ｐ
Ｉ
（
平
成
二
十
年
の
年
平
均
の
生
活

扶
助
相
当
Ｃ
Ｐ
Ｉ
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
生
活
扶
助
に
相
当
す
る
品
目
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
二
年
基
準
消
費
者
物

価
指
数
の
長
期
時
系
列
デ
ー
タ
に
お
け
る
平
成
二
十
年
平
均
全
国
品
目
別
価
格
指
数
（
平
成
二
十
年
の
年
平
均
の
全
国
の
品

目
別
価
格
指
数
を
い
う
。
）
に
全
国
品
目
別
ウ
エ
イ
ト
を
品
目
ご
と
に
乗
じ
て
得
た
値
を
合
計
し
た
値
を
、
全
国
品
目
別
ウ

エ
イ
ト
を
合
計
し
た
値
で
除
し
て
算
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
平
成
二
十
三
年
平
均
生
活
扶
助
相
当
Ｃ
Ｐ
Ｉ
（
平
成
二
十
三
年

の
年
平
均
の
生
活
扶
助
相
当
Ｃ
Ｐ
Ｉ
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
生
活
扶
助
に
相
当
す
る
品
目
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
二

年
基
準
消
費
者
物
価
指
数
の
長
期
時
系
列
デ
ー
タ
に
お
け
る
平
成
二
十
三
年
平
均
全
国
品
目
別
価
格
指
数
（
平
成
二
十
三
年

の
年
平
均
の
全
国
の
品
目
別
価
格
指
数
を
い
う
。
）
に
全
国
品
目
別
ウ
エ
イ
ト
を
品
目
ご
と
に
乗
じ
て
得
た
値
を
合
計
し
た

一
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値
を
、
全
国
品
目
別
ウ
エ
イ
ト
を
合
計
し
た
値
で
除
し
て
算
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
回
の
生
活
扶
助
基
準
の
見
直
し
に
当

た
っ
て
、
平
成
二
十
年
平
均
生
活
扶
助
相
当
Ｃ
Ｐ
Ｉ
及
び
平
成
二
十
三
年
平
均
生
活
扶
助
相
当
Ｃ
Ｐ
Ｉ
を
比
較
す
る
手
法
に

よ
り
物
価
の
動
向
を
勘
案
し
た
主
な
理
由
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
限
り
最
新
の
消
費
実
態
を
反
映
し
、
全
国
品
目
別
ウ
エ
イ

ト
の
変
化
の
影
響
を
除
い
た
物
価
の
動
向
を
勘
案
す
る
に
は
、
こ
の
よ
う
な
手
法
を
用
い
る
こ
と
が
適
切
と
考
え
た
も
の
で

あ
る
。

御
指
摘
の
「
い
わ
ゆ
る
「
コ
ア
コ
ア
Ｃ
Ｐ
Ｉ
（
食
糧
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
除
く
総
合
指
数
）
」
」
は
、
「
食
料
（
酒
類
を

除
く
）
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
除
く
総
合
指
数
」
（
以
下
「
コ
ア
コ
ア
指
数
」
と
い
う
。
）
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、

例
え
ば
、
平
成
十
七
年
を
基
準
年
と
す
る
コ
ア
コ
ア
指
数
と
平
成
二
十
二
年
を
基
準
年
と
す
る
コ
ア
コ
ア
指
数
と
の
比
較
を

可
能
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
を
基
準
年
と
す
る
コ
ア
コ
ア
指
数
を
平
成
十
七
年
を
基
準
年
と
す
る
平
成
二

十
二
年
の
コ
ア
コ
ア
指
数
で
除
し
て
、
百
を
乗
ず
る
こ
と
に
よ
り
算
出
す
る
接
続
指
数
と
し
て
お
示
し
し
て
い
る
。

御
指
摘
の
「
通
常
の
Ｃ
Ｐ
Ｉ
計
算
方
式
に
よ
る
生
活
扶
助
相
当
Ｃ
Ｐ
Ｉ
」
の
具
体
的
な
内
容
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な

い
た
め
、
お
尋
ね
の
「
以
上
の
計
算
は
正
し
い
か
、
正
し
く
な
い
場
合
は
、
正
し
い
値
」
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。

一
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ま
た
、
御
指
摘
の
「
年
金
の
物
価
ス
ラ
イ
ド
」
に
つ
い
て
は
、
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
の

規
定
等
を
踏
ま
え
て
、
消
費
者
物
価
指
数
に
お
け
る
年
平
均
の
全
国
の
総
合
指
数
等
を
用
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
消
費
者
物
価
指
数
に
は
生
活
保
護
受
給
世
帯
に
限
定
し
た
品
目
別
ウ
エ
イ
ト
（
消
費
支
出
全
体
に

占
め
る
品
目
ご
と
の
支
出
額
の
割
合
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
存
在
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
御
指
摘
の
「
総
務
省
「
家
計

調
査
」
年
間
収
入
十
分
位
職
階
別
デ
ー
タ
」
は
、
総
務
省
の
家
計
調
査
の
「
年
間
収
入
十
分
位
階
級
別
デ
ー
タ
」
を
指
す
も

の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
「
年
間
収
入
十
分
位
階
級
別
デ
ー
タ
」
に
は
品
目
別
ウ
エ
イ
ト
の
算
出
に
必
要
な
品
目
分
類
別
の
統

計
が
存
在
し
て
い
な
い
た
め
、
今
回
の
生
活
扶
助
基
準
の
見
直
し
に
当
た
っ
て
、
そ
れ
ら
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の

で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
そ
の
換
算
し
た
指
数
に
ウ
エ
イ
ト
を
掛
け
て
算
出
す
る
方
式
」
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら

か
で
は
な
い
た
め
、
お
尋
ね
の
「
前
例
」
の
有
無
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

一
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